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御殿場市の後期高齢者は２人に１人が受けています！ 

令和７年度後期高齢者医療 

健康診査のご案内 
実施期間 

令和７年６月２日(月) から 10 月31 日（金） 

 
●各医療機関の休診日は除きます 

●医療機関により実施日および受付時間が異なります 

（土曜日に診療をしていても健診は実施していない場合があります） 

持ち物 

 後期高齢者医療健診受診票 

 マイナ保険証 または 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書）  
※75歳になる前に受診される方は国民健康保険証(資格確認書) 

※有効期限にご注意ください（マイナ保険証をお持ちの方はそちらで受診ください） 

 健診費用（５００円） 

健診内容 

 

【 受診するときの注意事項 】 

◎ 時間に余裕をもって受診してください。 

◎ 食事から 10時間空けるのが理想ですが、食事から４時間経っていれば検査できます。 

◎ 薬を処方されている方は、内服について医師に確認してください。 

◎ 体調がすぐれないときは受診を見合わせてください。 

◎ マスクの着用については、個人の判断に委ねられていますが、医療機関等では重症

化リスクの高い方もいらっしゃるため、着用のご協力をお願いします。 

●後期高齢者医療健診の結果は、各種保健事業・国による分析以外の目的に使用されることはありません。 
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健診を受けた方のうち、今年度中に年齢が偶数になる方は、脳ドック費用の助成を申し込むことができます。（裏面参照）  

1 

1 

1 

健診の受け方 

１ 受診票に記入する ※ 裏面参照 

２ 医療機関を受診する 

    今年度から小山町の医療機関でも受診できるようになりました 
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予約は不要（市町ごと五十音順） 

【＊：小山町の医療機関】 

岩瀬内科医院 お八幡医院 上町医院 

御殿場石川病院 御殿場かいせい病院 斉藤医院 

なおメディカルクリニック ばんクリニック 東山クリニック 

ひまわり呼吸器科 前田脳神経外科 松尾クリニック 

みくりやクリニック 安田内科小児科医院 やましたクリニック 

渡辺整形外科内科医院 こうえい痛みのクリニック 友成医院 

なかがわ医院   
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予約が必要（市町ごと五十音順） 

【＊：小山町の医療機関】 

阿部ひ尿器科 ８４－００１２ かみお呼吸器クリニック ８２－３７００ 

神山復生病院 ８７－０００４ すずき整形外科クリニック ８４－５０５０ 

たうち小児科医院 ８１－５５６６ 東部病院 ８９－８０００ 

時之栖・神山クリニック ８６－０８００ 富井医院 ８４－３３２２ 

フジ虎ノ門整形外科病院 ８９－５８５１ 富士病院 ８３－６８４３ 

南寿堂医院 ７６－００８８ 東富士病院（※） ７５－３８００ 

富士小山病院 ７８－１２００ ※東富士病院での受診は、6/30までとなります。  
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３ 約２週間後、医療機関に結果を聞きに行く 

 

専門のチームが健康づくりをサポートします！ 

市では、健診結果で気になることなど、健康についての相談・支援を電話、訪問、 

通いの場などで行っています。 

保健師・管理栄養士・歯科衛生士のチーム「お結び」まで、お気軽に 

お問合せください。 

チーム「お結び」（高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業担当） 

健康推進課 ℡０５５０－７０－７７６５ 
 

問い合わせ

先 
電話 0550-82-4188 

御殿場市 国保年金課 

局番（０５５０） 

問 診 身長・体重・腹囲 血圧測定 尿検査 血液検査 心電図検査 
※医療機関で採ります 

※医師の指示による眼底検査もあります 

 

* 

* * 

* * 

* 

※ 予約が必要な医療機関は受診前に事前予約 

通常は約 13,000円かかる検査が
500円で受診できます 

※９月・１０月は医療機関が大変混雑しますので早めの受診をお願いします 



 

質問項目のどちらか 1つ該当する 

欄に斜線を付けてください。 

いいえ はい 

（例） 

※不適切な例  

塗りつぶす レ点を付ける 

丸印を付ける 両方に斜め線を付ける 

はい いいえ 

連絡が取れる電話番号を 

記入してください。 

これまでにかかった 
病気（３つ以内）に斜線
を付けてください。 

自覚している症状 
（６つ以内）に斜線を
付けてください。 

記載例 
記載例を見ながら、同封の後期高齢者医療健診 
受診票にボールペンで記入してください。 

(助成を受けること 

     ができる方) 

健診を受けた方限定！ 

●脳ドック（脳の MRI・MRA検査）費用助成● 
※今年度中に年齢が偶数になる方が対象  

申込条件 

 

 

以下の①から③までのすべての条件を満たす方 

① 令和７年度の後期高齢者医療健康診査を受診した人 

② 令和７年度（令和７年４月２日～令和８年４月１日までの間）に達する年齢が偶数である人  

③ 後期高齢者医療保険料の未納がない人 

期間 後期高齢者医療健康診査受診後 から 年度末 まで  自己負担金 ６，９００円 

◎ 費用助成を受けて脳ドックを受診するためには、市役所国保年金課で事前に申込みが必要です。 

◎ 人数には限りがありますので、実施期間中でも受付を終了する場合があります。 

 


